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1. [bookmark: _Toc329174824][bookmark: _Toc330545553][bookmark: _Toc189740276]業務名
西宮市人材マネジメントシステムサービス提供および導入支援業務

2. [bookmark: _Toc329174825][bookmark: _Toc330545554][bookmark: _Toc189740277]目的
本市では、職員の人事情報は人事給与システム、勤怠状況は庶務事務システム、人事評価は人事評価管理システムで管理し、自己申告等はエクセルデータ等で別々に管理しており、分散した情報を分析し、効果的に人材配置や人材育成に活用することが難しい。
そのため、各種職員情報を一元管理し、データ集計および分析を自動化することで、人事評価や人事異動等に関する業務負担の軽減、効率化を図るほか、データを可視化し、活用していくことで、より適材適所の職員配置や人材育成、職員のキャリア形成支援等を進めること等を目的として、人材マネジメントシステムの導入を行う。

3. システム導入支援業務履行期間
契約締結日の翌日から令和９年3月31日まで

4. システムの利用想定期間
本市における本システムの利用期間（ライフサイクル）は、契約締結日の翌日から令和１４年３月３１日までを想定している。
なお、契約は年度単位とし、令和9年度以降の契約については、各年度の予算成立を条件とし、本市の利用実績および評価に基づき、改めて締結するものとする。

5. 業務概要
人材情報を一元管理し、人事評価や人事異動等の業務を効率化するほか、適材適所の職員配置や人材育成、職員のキャリア形成支援等に資するクラウド型の人材マネジメントシステムサービスを提供する。また、利用開始に向けた職員情報等の人材データベースおよび組織図、人事評価フロー等の構築作業を行い、利用開始後においても活用支援および運用保守業務を実施する。

6. 前提事項
（1）システムの導入形態
システムの安定性、コストパフォーマンスを考慮し、クラウドサービス（ASP・SaaS）によるパッケージ導入を前提とし、ネットワーク機器の設定変更や追加機器の設置なく利用できること。やむを得ず必要な場合は設定変更内容を提示するとともに、必要なサポートを実施すること。また、原則としてカスタマイズは行わない。（パッケージに付随するオプションや、パラメータの設定はカスタマイズと捉えない）

（2）支払方法
導入費用は、本システム導入支援完了時に事業者からの請求に基づき一括払いで支払うものとする。
システム利用料は、事業者からの請求に基づき原則月払いとするが、双方合意の上、四半期払いや半年払い、年払いを可能とする。

（３）ユーザ数
システム利用ユーザ（在職者）は、約6,700名とする。また、在職者とは別に退職者データ（毎年約350名増加）を管理できるものとし、退職者については在職者用アカウントより安価な料金体系によるデータ保持が可能であること。なお、将来的にユーザ数および退職者数の増加に対応できること。


7. 成果物
（1）ドキュメント類
以下の成果物を指定された期日までに納品すること。また、納品物については日本語によるものとし、電子媒体を1部提出することとする。
なお、本業務履行期間中にドキュメントの更新が必要な場合は随時更新を行うこと。

	NO
	名称
	納品期限

	1
	プロジェクト計画書
（タスク表またはWBS・業務実施体制）
	本業務の契約締結後、初回打合せまで

	2
	設定内容報告書
（人材データベースおよび組織図、人事評価フロー等の設定内容を記載したもの、データ取込に関するエラーリストおよび対応方法）
	導入支援業務終了後まで

	3
	操作マニュアル
（管理者向けの各種設定方法、活用方法を記載したもの、および一般職員向けの操作方法を記載したもの）
	導入支援業務終了後まで



8. 非機能要件
別紙１「非機能要件一覧表」のとおり。

9. 機能要件
別紙２「機能要件一覧表」のとおり。

10. 運用・保守
①システムの機能を構成する機器状態、設置環境の状態を定期的にチェックし、障害の予防に努めること。ただし、稼働状況等の定期的な報告は求めないものとする。
②障害発生時においては、データおよびサービスを速やかに復旧できること｡
③メンテナンスが発生する場合は本市へ事前に報告すること。なお、報告方法は本市と協議し決定すること。
④障害が発生した場合は、本市に速やかに報告すること。なお、報告方法は、本市と協議し決定すること。
⑤大規模改修時は本市へ事前に告知すること。なお、告知方法は、本市と協議し決定すること。

11. 将来の機能追加・廃止への対応
　次年度以降、本市の運用実態や予算状況に応じ、契約期間単位で受注者が提供するオプション機能等を段階的に追加、または廃止する場合がある。受注者は、機能の増減に対し、柔軟かつ迅速に対応できる体制を整えておくこと。なお、機能の増減に伴う費用については、本プロポーザルで提示された参考見積価格を基本とし、その都度、本市と受注者の協議により定めるものとする。

12. 遵守事項
以下の事項を遵守すること。 
・本業務に関する関係法令を遵守すること。 
・業務上知り得た情報は、第三者に漏らしてはならない。 契約終了後も同様とする。 
・業務の全部を一括して第三者に委任または請け負わせてはならない。また、業務の一部を第三者に委任または請け負わせる場合は、本市の承認を得ること。 ただし、委任または請け負わせる業務が、受注者の提供するクラウドサービスの一部を構成する機能として API 連携その他の形式により組み込まれる外部のクラウドサービスの利用によるものである場合は、受注者から本市への事前の通知をもってこれに代えることができるものとする。
・本市が提供する資料は、特に本市の指示のない限り、契約満了までに返却すること。また、資料を複製し、第三者に提供し、または閲覧させてはならない。
・受託者は、事業者組織全体のセキュリティを確保するとともに、当該業務の実施において、情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。
・個人情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するとともに、本仕様書で定める第三者認証に基づき、厳格に管理・運用すること。また、個人情報保護の重要性を十分認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じること。
・本業務に係る業務の遂行において、定期的に情報セキュリティ対策の実施状況を確認し、情報セキュリティが侵害されたまたはその恐れがある場合には、直ちに本市に報告すること。また、必要な記録を履行期間終了まで保存し、本市の求めに応じて本市に引き渡すこと。ただし、報告の内容や引き渡す記録は受注者が他団体への影響を排除し、安全に提供可能と判断したセキュリティ報告の範囲に限定されるものとする。なお、代表的なセキュリティ侵害事象は以下のとおりである。 
1  本市が提供またはアクセスを許可した情報の外部への漏えいおよび目的外利用
2 [bookmark: _Toc329174888][bookmark: _Toc330545605] 本業務とは無関係の本市の情報へのアクセス
　　　　・システム上に登録した一切の情報について、本市の事前の書面による承諾なく、閲覧、複写、加工、または第三者への開示・提供を行ってはならない。ただし、本サービスの安定的な提供およびデータの保全（障害対策、バックアップ等）を目的として、受注者の定める運用基準に基づき情報の複写を行う場合は、この限りではない。なお、本サービスの基盤となるプラットフォームの提供事業者等（基盤事業者）による本市保有情報へのアクセスが、当該基盤の保守運用上不可欠な場合や法令に基づく開示命令等のやむを得ない場合を除き、利用規約または契約等により禁止されていることを、受注者の責任において保証するものとする。

13. 契約終了時の義務
①本契約が期間満了等により終了し、次期システムへの移行が発生する場合、受注者は本市に対し、本市が自ら蓄積したデータ（職員情報、評価情報等）をCSV形式等の汎用的な形式で一括取得できる手段を提供し、その円滑な実施をサポートすること。
②受注者は、前項のデータのほか、次期システムへの移行に必要となるシステム運用情報（各種マスタ設定、権限設定、ワークフロー定義等の本市固有の設定内容）について、本市が設定画面等を通じて内容を正確に把握できるようサポートすること。
③前二項に要する費用については、受注者の標準的なサポート範囲外となる特別な作業が発生する場合を除き、別途請求しないこと。
④受注者は、契約終了後に本システム内に残存する本市のデータおよび関連情報を、遅滞なく消去するものとし、消去した日から10日以内に、消去を完了した旨を証する書面を本市に提出すること。

14. [bookmark: _Toc189740329]その他
仕様書に記載がない事項であっても、本サービスの導入および利用にあたり、本業務の受注者が「企画提案書」等により提案した事項および社会通念に照らし、本業務の履行において必要不可欠と判断される事項については、本業務の範囲に含むものとし、本仕様書で特に負担者または負担方法を定めている場合を除き、全て受注者の負担で実施するものとする。 
なお、上記の範囲を超えた仕様の追加や変更が生じた場合、または本仕様書に記載されていない事項については、費用負担等も含め、受注者の利用規約に則し、本市および受注者双方が誠実に協議の上、決定するものとする。
以上
4

